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豚の様子がおかしいな、と思ったら速やかに
東部家畜保健衛生所 Tel. 0475-52-4101 Fax.0475-52-3335
※夜間・休日は転送されますので、必ず５回以上コールしてください

防護柵・防鳥ネットの設置義務付け
令和２年１１月１日からです！

PED発生情報（今季１例目）

確定
診断日

発生農場 症状

１例目 11月15日 県北部の１農場
(約2,700頭飼養の一貫農場)

繁殖豚７頭で
水様性下痢

飼養衛生管理の再徹底を！！

外国人の従業員を受け入れている農家の皆さまへ
～海外から口蹄疫、アフリカ豚熱、鳥インフルエンザなどの病気を侵入させないために～

本年９月、フィリピンから持ち込まれた豚肉
製品から８９例目となるアフリカ豚熱ウイルス
の遺伝子が確認され、ウイルス分離の結果、
３例目となる感染性のあるウイルスが確認さ
れました。アフリカ豚熱はアジアで継続的に
発生しており、特に１０月には韓国の豚で発
生が確認されています。

母国から肉製品が郵送されることのないよう、
外国人の従業員に注意喚起してください。
郵便物内に肉製品等が入っていた場合は、
速やかに動物検疫所に連絡してください。

家畜伝染病予防法改正により、
2020年7月1日から

違法に畜産物を持ち込んだ場合は、
3年以下の懲役又は最高300万円の罰金
が科せられます。
（法人の場合は、最高5,000万円）



チェック 番号 項目 内容

1
出入車両
消毒確認

飼料運搬・動物薬販売・診療獣医師などの
出入り車両の消毒を確認します。

2
立入者
衣服交換

畜舎等衛生管理区域に立ち入る獣医師・袋
飼料配送業者などの専用衣服への着替え
を確認します。

3
消石灰
散布

農場入口に石灰帯（全体的に白くなるよう散
布）を作ります。

4
踏込み消毒槽

点検
畜舎・事務所入口の踏み込み消毒槽を点検
し、消毒薬を確認します。

5 畜舎消毒
空の豚房、通路などを清掃し、動力噴霧器
で洗浄・消毒します。

6 整理・清掃
畜舎周囲の不要品の片付け、除草を行いま
す。

7
チェック表
送付

このチェック表を家畜保健衛生所に送付しま
す。

年月日： 令和 ２ 年 １２ 月 日

農場名：

提出先:

東部家畜保健衛生所
FAX.０４７５-５２-3335

一斉消毒の日のチェック表

11月24日、栃木県那須塩原市で発見された野生の死亡イノシシ1

頭で、栃木県内初となる豚熱ウイルスの感染が確認されました。

千葉県内への侵入を防ぐため、日頃行っている消毒を点検し、結
果をFAXで当所まで送ってください！

PEDが発生しています。
より一層衛生管理を徹底しましょう！

12月1日は『 』です!


